
１ 副次的な学籍（副籍）とは

副次的な学籍（副籍）とは、特別支援学校に在籍するすべての児童生
徒が、居住地の小・中学校等の学級に置く副次的な学籍により、組織的
に居住地域とのつながりの維持・継続を図る仕組みです。
（副籍リーフレット）

～共に助け合う地域でのつながりをめざして～【兵庫県教育委員会】

２ 副籍の目的は

○「副籍」を生かした居住地校交流を進めることにより、同じ地域で生きる子どもたち同士のつながりを強め、
共に学び、生きる「共生社会」の実現を目指します。

○ すべての児童生徒が、交流及び共同学習という体験活動を通じて、感性として心のバリアフリーを身に付け、
共生社会の担い手となるために必要な資質を体得することができます。

３ 副籍の対象は

○ 県立・市立特別支援学校の小・中学部に在籍するすべての児童生徒が対象です。

４ 副籍が置かれる学校は

○ 自分の住んでいる地域（居住地）にある市立小・中学校に副籍が置かれます。

【副籍のイメージ】
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★ 副籍を生かした交流は３種類（いずれかを選びます） ★

（１）直接的な交流 … 副籍校の授業又は行事などに参加する交流

（２）間接的な交流 … 学校便りや学校行事の案内などのやり取りが中心の交流

（３）副籍のみ置く

○ 副籍校の国語や算数、体育、音楽、学級活動等の授業に参加する。
○ 体育大会や学習発表会などの学校行事、全校集会などに参加する。
〇 オンラインを活用した授業に参加する。

○ 学校便りや学校行事の案内などの交換をする。
○ 文化発表会や図工展などの学校行事に作品を出品する。

○ 副籍のみ置いて、居住地校交流は行わない。


